
 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成27年２月20日 

岩手県知事 達 増 拓 也  

岩手県規則第５号 

   児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則 

 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則（平成25年岩手県規則第55号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（規程） （規程） 

第４条 条例第16条の規則で定める事項は、次に掲げる事項と

する。 

第４条 条例第16条第１項の規則で定める事項は、次に掲げる

事項とする。 

(１)・(２) ［略］ (１)・(２) ［略］ 

 ２ 条例第16条第２項の規則で定める施設の運営についての重

要事項は、次に掲げる事項とする。 

 (１)  施設の目的及び運営の方針 

 (２)  提供する保育の内容 

 (３)  職員の職種、員数及び職務の内容 

 (４)  保育を提供する日及び時間並びに提供しない日 

 (５)  保護者に支払を求める費用の種類及びその額並びに支

払を求める理由 

 (６)  乳児、満３歳未満の幼児及び満３歳以上の幼児の区分

ごとの利用定員 

 (７)  施設の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に

ついての留意事項 

 (８)  緊急時等における対応方法 

 (９)  非常災害対策 

 (10)  虐待の防止のための措置に関する事項 

 (11)  前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関する重要

事項 

 （保育所の設備の基準）  （保育所の設備の基準） 

第８条 ［略］ 第８条 ［略］ 

２ 保育室等を３階以上に設ける建物に係る条例第42条第８号

の規則で定める要件は、次のとおりとする。 

２ 保育室等を３階以上に設ける建物に係る条例第42条第８号

の規則で定める要件は、次のとおりとする。 

(１) 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に

応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に掲げる施設又は設備が１以上設けられていること。 

(１) 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に

応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に掲げる施設又は設備が１以上設けられていること。 

 階 区 分 施設又は設備   階 区 分 施設又は設備  

 ［略］   ［略］  

 ４階  ［略］   ４階  ［略］  

 以上 避難用    以上 避難用 １  建築基準法施行令第123条第１項に

定める構造の屋内階段（建築物の１ 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築基準法施行令第123条第２項に定

める構造の屋外階段 

    階から保育室等が設けられている階

までの部分に限り、屋内と階段室と

は、バルコニー又は外気に向かって

開くことができる窓若しくは排煙設

備（同条第３項第１号の国土交通大

臣が定めた構造方法を用いるものそ

の他有効に排煙することができると

認められるものに限る。）を有する

付室を通じて連絡することとし、か

つ、同項第２号、第３号及び第９号

に定める構造とする。）又は同項に

定める構造の屋内階段 

２  建築基準法第２条第７号に規定す

る耐火構造の屋外傾斜路 

３  建築基準法施行令第123条第２項に

定める構造の屋外階段 

 

(２)～(７) ［略］ (２)～(７) ［略］ 

   附 則    附 則 

１ ［略］ １ ［略］ 

２ 特例幼保連携保育所（条例附則第２項に規定する特例幼保

連携保育所をいう。以下同じ。）の屋外遊戯場については、

当該特例幼保連携保育所が構成する幼保連携施設（同項に規

定する幼保連携施設をいう。）の屋外遊戯場及び運動場の面

積が次の表の左欄に掲げる学級数の区分に応じて、それぞれ

同表の右欄に掲げる面積と満２歳以上満３歳未満の幼児につ

き条例第42条第６号規定により算定した面積とを合算した面

積以上であるときは、当分の間、同号の規定を適用しないこ

とができる。 

 

 学級数 面 積       

 ２学級以下 330＋30×（学級数－１）平方メートル       

 ３学級以上 400＋80×（学級数－３）平方メートル       

３ ［略］ ２ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

この規則は、平成27年４月１日から施行する。 
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